
徳島県及徳島県及徳島県及徳島県及びびびび市町村市町村市町村市町村のののの災害時相互応援協定災害時相互応援協定災害時相互応援協定災害時相互応援協定

（趣 旨）

第１条 この協定は 災害対策基本法 昭和３６年法律第２２３号 以下 法 という 第６７条第１項及， （ 。 「 」 。）

び第６８条第１項の規定に基づき，県内で災害が発生し，被災した市町村のみでは十分な対策を講じるこ

とが出来ない場合に，徳島県（以下「県」という ）及び県内市町村が応援を迅速かつ円滑に実施するため，。

必要な事項を定めるものとする。

（応援の種類）

第２条 応援の種類は次のとおりとする。

（１） 応急対策等に必要な職員の派遣

（２） 食料，飲料水及び生活必需物資の提供

（３） 避難及び収容のための施設の提供

（４） 救護，医療及び防疫に必要な資機材及び物資の提供

（５） 救助及び救援活動に必要な車両等の提供及びその他資機材の提供

（６） 被災児童，被災生徒等の一時受入れ

（７） ごみ及びし尿の処理のための装備及び施設の提供

（８） 遺体の火葬のための施設の提供

（９） その他被災市町村から特に要請があった事項

（応援要請の手続等）

第３条 応援を受けようとする被災市町村 以下 受援市町村 という は 原則として 次の事項を明ら（ 「 」 。） ， ，

かにして，他の市町村に電話等による要請を行い，後日速やかに文書を提出するものとする。

（１） 被害の状況

（２） 応援を要請する内容（人員の派遣については職種・人数，物資・資機材等の搬入については物資等

の品目・数量）

（３） 応援場所及び応援場所への経路

（４） 応援を必要とする期間

（５） 前各号に掲げるもののほか，必要な事項

２ 受援市町村において，前項の規定による個別の要請をするいとまがないときは，前項各号に掲げる事項

を明確にして，県に対して応援を要請することができるものとする。この場合，県は速やかに他の市町村

と調整を行うものとする。

（応援の実施）

第４条 応援を要請された市町村は，応援の内容を要請した受援市町村及び県に連絡し，応援を実施する。

ただし，特別な事情により応援できない場合は，その旨を直ちに連絡する。

２ 応援を行う市町村 以下 応援市町村 という は 応援状況等について 適宜 県に対して情報を提（ 「 」 。） ， ， ，

供するものとする。



（自主応援の実施）

第５条 県及び市町村は，通信の断絶等により被災市町村と連絡が不可能であり，かつ災害の実態に照らし

特に緊急を要し被災市町村が応援の要請を行ういとまがないと認められるときは，被災市町村からの応援

要請を待たず，必要な応援を行うことができるものとする。

この場合，第３条第１項の応援の要請があったものとみなす。

２ 前項の規定により市町村が応援を行う場合は，県にその旨通知するものとする。

（経費の負担）

第６条 応援に要した経費は，原則として，受援市町村の負担とする。

２ 受援市町村において費用を支弁するいとまがない場合等やむを得ない事情があるときには，応援を行っ

た県又は応援市町村は，当該費用を一時繰替支弁するものとする。

（連絡責任者）

第７条 この協定の確実かつ円滑な実施を図るため，県及び各市町村の防災担当課長等をあらかじめ連絡責

任者として定め，災害が発生したときは，速やかに情報を相互に連絡するものとする。

（連絡協議会の設置）

第８条 県及び市町村は，この協定に基づいて応援が円滑に行われるよう，徳島県災害時相互応援連絡協議

会を設置し，定期的に研究・協議するものとする。

（県の役割）

第９条 県は，この協定が円滑に実施できるよう，市町村を応援し，又は必要な調整を行うものとする。

２ 県は，災害の規模が激甚などの理由により，被災市町村が十分な災害応急対策活動を行うことができな

いと判断した場合，県職員を派遣し，市町村災害対策本部の運営等の支援を行うものとする。

３ 県は，災害の規模，場所又は受援市町村からの応援要請内容に照らし，必要と認めた場合，速やかに法

第７４条の２第１項の規定に基づき国に応援を求めるものとする。

（他の協定との関係）

第10条 この協定は 県又は市町村で既に締結されている協定及び個別に締結する災害時の応援協定を妨げ，

るものではない。

（その他）

第11条 この協定に関し必要な事項及び協定に定めのない事項は，県及び各市町村が協議して定めるものと

する。

この協定を証するため，本書２５通を作成し，各自１通を保有する。

平成２５年４月５日
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